
対 象 者    �町内に在住し、保育所等に通っていない生後６か月から満３歳未満の子ども町内に在住し、保育所等に通っていない生後６か月から満３歳未満の子ども

利 用 時 間    �１人あたり月10時間まで１人あたり月10時間まで

料 金    �１時間３００円１時間３００円
※食事・おやつの提供がある場合等は、別途費用負担があります。※食事・おやつの提供がある場合等は、別途費用負担があります。
※世帯※世帯の状況による減免制度があります。の状況による減免制度があります。

申請開始日    �３月１６日㈪３月１６日㈪
※利用する保育園と面談後、利用開始となります。※利用する保育園と面談後、利用開始となります。

利用開始日    �４月１日㈬４月１日㈬
※初回は、親子通園をお願いする場合があります。※初回は、親子通園をお願いする場合があります。

申 請 方 法    �専用の申請フォームにて申請をお願いします。専用の申請フォームにて申請をお願いします。
※申請フォームは申請開始日よりホームページに掲載します。※申請フォームは申請開始日よりホームページに掲載します。

問   福祉課 福祉課 ☎☎6565--08130813

保護者の就労の有無や理由を問わず、時間単位で柔軟に保育所等を利保護者の就労の有無や理由を問わず、時間単位で柔軟に保育所等を利
用できる新たな子育て支援として「こども誰でも通園制度」を用できる新たな子育て支援として「こども誰でも通園制度」を実施い実施い
たします。家庭とは異なる体験や同世代の子どもと関わることたします。家庭とは異なる体験や同世代の子どもと関わることができができ
ますので、ぜひご利用ください。ますので、ぜひご利用ください。

※ �このほかにも、子育て応援きっぷ（「パパ・ママリフレッシュ切※ �このほかにも、子育て応援きっぷ（「パパ・ママリフレッシュ切
符」発行事業）やファミリーサポートセンター事業、一時保育符」発行事業）やファミリーサポートセンター事業、一時保育
事業もありますので、詳しくは町 HP をご覧ください。事業もありますので、詳しくは町 HP をご覧ください。

こども誰でも通園制度を開始します！

「こども誰でも通園制度」を利用すると、どんなメリット「こども誰でも通園制度」を利用すると、どんなメリット
がありますか。がありますか。

家庭とは異なる経験や、年齢の近い子どもとの関わりに家庭とは異なる経験や、年齢の近い子どもとの関わりに
より、ものや人への興味や関心が広がります。また、専より、ものや人への興味や関心が広がります。また、専
門的な知識や技術を持つ保育士と関わることで、保護者門的な知識や技術を持つ保育士と関わることで、保護者
の方の孤立感や不安感の解消につながったり、子どもとの方の孤立感や不安感の解消につながったり、子どもと
離れ自分のための時間を過ごすことで、育児に関する負離れ自分のための時間を過ごすことで、育児に関する負
担感の軽減につながったりします。担感の軽減につながったりします。

狂犬病予防集合注射を実施します
飼い犬には、狂犬病予防注射（生後 91 日以飼い犬には、狂犬病予防注射（生後 91 日以
上の犬は毎年 1 回）及び登録が法律で義務付上の犬は毎年 1 回）及び登録が法律で義務付
けられています。町では、次の日程で狂犬病けられています。町では、次の日程で狂犬病
予防注射の集合注射を実施します。予防注射の集合注射を実施します。

時間 会場

4 月 20 日㈪

9 時 30 分～
　10 時 15 分

玉川トレーニング
センター北側

10 時 45 分～
　11 時 10 分 日影分館

4 月 21 日㈫

9 時 30 分～
　10 時 15 分 保健センター

10 時 45 分～
　11 時 10 分 建具会館

料　金  �
・注射のみ　　・注射のみ　　3,5003,500円円
・未登録犬　　・未登録犬　　6,5006,500円円

注　意  
集合注射には、必ず犬を制御できる方が同伴集合注射には、必ず犬を制御できる方が同伴
してください。してください。

問   農林環境課 農林環境課 ☎☎6565--08140814

お知らせ

広告

子育て支援子育て支援
ホームページホームページ

お知らせ

対象の方に毎月１回使える食事券を交付して対象の方に毎月１回使える食事券を交付して
います。券を利用して町内の飲食店で食事をいます。券を利用して町内の飲食店で食事を
すると 500 円の割引が受けられます。毎月すると 500 円の割引が受けられます。毎月
１回、だから「月イチ」です。温泉の入浴に１回、だから「月イチ」です。温泉の入浴に
利用することもできます。利用することもできます。※毎年度実施予定※毎年度実施予定

【交付対象】
町内在住の 65 歳以上の方や身体障害者手帳町内在住の 65 歳以上の方や身体障害者手帳
等を交付されている方が対象です。町に申請等を交付されている方が対象です。町に申請
することで毎月１回使える 500 円の食事券することで毎月１回使える 500 円の食事券
12 枚綴り（6,000 円分）が交付されます。12 枚綴り（6,000 円分）が交付されます。
※�年度途中で 65 歳の誕生日を迎えられる方は、誕※�年度途中で 65 歳の誕生日を迎えられる方は、誕

生月から 3 月までの月数の枚数となります。生月から 3 月までの月数の枚数となります。

【使える飲食店等】
町内にある、月イチ食堂登録店として登録さ町内にある、月イチ食堂登録店として登録さ
れた飲食店等で使うことができます。れた飲食店等で使うことができます。

（令和 8 年 1 月現在 29 店舗でご利用できます。）（令和 8 年 1 月現在 29 店舗でご利用できます。）

※�町内の全ての飲食店で使えるわけではあり
ませんので、事前に役場福祉課または飲食
店にご確認ください。

【申請方法】
申請窓口に備え付けの申請書に必要事項をご申請窓口に備え付けの申請書に必要事項をご
記入の上、申請してください。申請できるの記入の上、申請してください。申請できるの
は本人または同居の親族です。は本人または同居の親族です。

【申請受付開始日】
3 月 9 日㈪から3 月 9 日㈪から

【申請窓口】
・役場本庁舎　福祉課・役場本庁舎　福祉課
・役場第二庁舎　商工観光課・役場第二庁舎　商工観光課

【食事券の利用開始】
４月１日㈬から４月１日㈬から

問   福祉課 福祉課 ☎☎ 6565--08130813

――しっかりとした食事でフレイル予防――
令和 8 年度分

「月イチ食堂」食事券を交付

3月1日㈰～3月7日㈯

春 の 火 災 予 防 運 動
全国統一防火標語全国統一防火標語

『 『 急ぐ日も急ぐ日も　　足止め火を止め足止め火を止め　　準備よし準備よし  』』

住宅防火　いのちを守るポイント

1 寝たばこは、絶対にしない、させない1 寝たばこは、絶対にしない、させない
2 �2 �ストーブの周りに燃えやすいものを置かないストーブの周りに燃えやすいものを置かない
3 こんろを使う時は火のそばを離れない3 こんろを使う時は火のそばを離れない
4 �コンセントはほこりを清掃し、不必要なプ4 �コンセントはほこりを清掃し、不必要なプ

ラグは抜くラグは抜く

 防火ポスター展が実施されます
期間    �2 月 28 日㈯～ 3 月 8 日㈰2 月 28 日㈯～ 3 月 8 日㈰

場所      ときがわ町アスピアたまがわときがわ町アスピアたまがわ
内容      ��火災予防をテーマに描いた小学 4 年火災予防をテーマに描いた小学 4 年

生の入選作品を展示します。生の入選作品を展示します。

問   比企広域消防本部 比企広域消防本部 ☎☎ 2323--22682268
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